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Ⅰ　任免及び職員数に関する状況
１　採用・退職状況一覧

（１）採用の状況

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（２）退職の状況
令和4年度

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

２　主要な異動の状況
（１）一般行政部門職員

令和4年度当初には、下記の定期人事異動を行いました。

３　職階別役付者数・役付比率
（１）全部門職員

（令和4年度末現在）

部長級（７級）

課長級（６級）

参事級（５級）

係長級（４級）

役付者計（Ａ）

主任級（３級）

主事級（２級）

主事級（１級）

合計（Ｂ）

役付比率（Ａ／Ｂ）

４　職種別・職階別構成表
（１）全部門職員 （令和4年度末現在）

ケアマネ
1
0

59 2 106 42.5
3 100

合計 5 12 6 22 45

2 2 0
教育 1 1 1 3

2 5 60
技能労務 0
技師 1 1 1 3

2 2 0
1 1 0

社会福祉士 0

1 1 0
ケアマネ 0
管理栄養士 0

4 5 20
7 8 12.5

保健師 1 1

42 79 46.8
保育士 1 1
行政 4 10 5 18 37

一般職員
級

技能労務
員級

合計 役付
比率部長級 課長級 参事級 係長級 計

うち行政・事務 45 10

役付者

うち行政・事務 80 10 12.5
42.5 16.7

うち行政・事務 2 0 0
106 18 17.0

うち行政・事務 37 8 21.6
3 1 33.3

うち行政・事務 5 1 20
50 12 24

うち行政・事務 36 1 2.8
8 2 25

うち行政・事務 18 0 0
45 3 6.7

うち行政・事務 5 0 0
22 2 9.1

うち行政・事務 9 1 11.1
6 0 0

うち行政・事務 4 0 0
12 1 8.3

職種 人数
うち女性 女性比率

5 0 0

役付職員 10 0 4 0 6

異動総数 昇任数 左の職階区分

25 部長級 課長級 参事級 係長級

3（女性） 0 1 0 1 1

合計
人数 2 1 0 1 1 6
職種 一般行政職 保育士 保健師 社会福祉士 業務員

17
（女性） 2 3 1 0 2 8

人数 10 3 1 1 2
職種 一般行政職 保育士 保健師 ケアマネ 社会福祉士 合計



５　職員の年齢構成
（１）全部門職員 （令和4年度末現在）

職階
年齢

0 2
0
0 2
0 3
0 3
0 3
0 1
0 3
0 3
0 2
0 5
0 4

1 1 2
0

1 1
0 3

2 2 1
1 1

0
2 2 1

0 1
1 1

0 1
1 1 1

1 2 3 3
1 1 2

1 2 3 2
3 1 4 2
3 4 7 2

1 2 3
1 1

1 1 2 2
1 2 3 2

0 2
3 2 1 6

1 1 1
0
0
0

1 1 1
1 1 1

0
0

計

(注)　年齢は年度末年齢

106
平均年齢 55.6 52.0 56.7 46.5 50.3 38.8 43.7

64 0
65 0

5 12 6 22 45 61

61 0
62 2
63 2

58 2
59 0
60 0

55 5
56 2
57 6

52 3
53 1
54 4

49 5
50 6
51 9

46 2
47 6
48 3

43 1
44 1
45 1

40 1
41 0
42 3

37 1
38 3
39 3

34 4
35 3
36 0

31 3
32 2
33 5

28 3
29 1
30 3

25 2
26 3
27 3

23 2
24 0

一般
職員級

計部長級 課長級 参事級 係長級 役付計



６　職員数
（各年度４月１日現在）

Ⅱ　人事評価の状況

(注1)　各部門の職員数は、総務省の定員管理調査の区分によるものであり、各部局等に配置されてい
る職員数の区分とは異なります。
(注2)　各部門の職員数は、異動時期の関係で、後出Ⅲの「本町職員の構成」における職員数とは異な
ります。

　地方分権の一層の進展により、地域における総合的な行政主体として高度化・多様化する住民の行
政ニーズに対応し、住民に身近な行政サービスを提供するという地方公共団体の役割はますます増し
ています。また、厳しい財政状況や行政の効率化を背景に職員数は減少を続けており、個々の職員
に、困難な課題を解決する能力と高い業績を挙げることが従来以上に求められる状況となっていま
す。
　このような中、地方公務員法の改正により、従来の勤務評定に替え、より客観性、透明性の高い人
事評価制度が法律上の制度として導入されました。
　人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を公正に把握す
ることで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務員の育成を行うとともに、能
力・実績に基づく人事管理を行うことにより、組織全体の士気高揚を促し、公務能率及び住民サービ
ス向上の土台をつくることを目的としているものです。

総合計 102 105 103 113 10

新規採用による増

小計 19 17 18 21 3

その他 10 8 9 12 3

下水道 3 3 3 4 1

交通 0

人事異動による減

水道 4 4 4 4 0

16 1

会
計
部
門

公
営
企
業
等

病院 2 2 2 1 ▲ 1

1 新規採用による増

消防 0 0 0 0 0

政
部
門
特
別

行

教育 15 16 15 16

小計 15 16 15

新規採用による増

小計 68 72 70 76 6

土木 3 4 3 5 2

商工 0 0 0 0 0

農水 7 7 8 8 0

新規採用による増

労働 0

衛生 7 7 6 8 2

新規採用による増

民生 19 20 20 21 1 新規採用による増

税務 6 6 5 6 1

3 0

総務 24 25 25 25 0

主な増減理由
対前年
増減数部門

一
般
行
政
部
門

議会 2 3 3

区分 令和2年
度当初
職員数

令和3年
度当初
職員数

令和4年
度当初
職員数

令和5年
度当初
職員数



Ⅲ　給与の状況

１　職員の構成
令和5年4月1日現在の職員の構成は、次表のとおりです。

２　人件費の状況（令和4年度普通会計決算）

千円 千円 千円 ％ ％
人

３　職員給与費の状況（令和5年度普通会計予算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

(注)職員手当には、退職手当は含みません。

４　職員の給料月額等の状況
（１）初任給（令和5年4月1日現在）

（単位：円）

（２）平均給料月額等及び平均年齢（令和4年4月1日現在)

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（令和5年4月1日現在）
（単位：円）

経験年数 377,400 378,200
20～25年

経験年数 276,400 ―
10～15年
経験年数 332,200 ―
15～20年

平均年齢 43.7 歳

区分 一般行政職
大学卒 高校卒

一般行政職
平均給料月額 315,500 円
平均給与月額 375,200 円

208,000一般行政職
技能労務職

大学卒 198,500

区分

185,200 196,900
高校卒 169,800 182,800 154,600 162,900

区分 能勢町 国
初任給 採用後2年経過日

給料月額
初任給 採用後2年経過日

給料月額

94 345,198 92,414 135,463 573,075 6,097

(注)人件費には、退職手当のほかに、町長、町議会議員等の特別職に支払われる給料又は報酬を含みま

職員数
Ａ

給与費 一人当たり給
与費(B/A)給料 職員手当 期末手当等 計　Ｂ

人件費　Ｂ 人件費率
(B/A)

令和３年度
人件費率

令和5年3月31日
9,205 6,036,905 213,376 943,316 15.6 17.7

計 113 100

住民基本台帳人口 歳出額　Ａ 実質収支

教育関係 16 14.2
水道・病院等 21 18.6

区分 人数
(人)

構成比率
（％）

一般行政 76 67.3



（４）級別職員数（令和4年4月1日現在）

(a)一般行政職

構成比(%)

（参考）ラスパイレス指数の状況

５　職員手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当の各期別の支給割合

（令和4年度支給割合） （令和4年度支給割合）

6月期 月分 月分 6月期 月分 月分
( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 )

12月期 月分 月分 12月期 月分 月分
( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 )

計 月分 月分 計 月分 月分
( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 )

有 ・ 無 有 ・ 無

(注)（　）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

（２）扶養手当・住居手当・通勤手当の概要（令和4年4月1日現在）

・配偶者 円 ・家賃が月額27,000円以下 ・全額支給（支給限度額55,000円）

・子１人につき 円 家賃－16,000円
・配偶者、子以外１人につき

円
（家賃－27,000円）×1/2

＋11,000円
（支給限度額28,000円） 距離に応じて支給

円
～ 円

円
加算

内
容

○扶養親族のある職員に対して
下記の区分により支給

○住居を賃借している職員に対
して下記の区分により支給

○交通用具等を利用している職
員

・満16歳の年度始めから
満22歳の年度末までの子

2,000
31,600

5,000

（配偶者のない子10,000円、配
偶者のいない扶養親族一人目
6,500円）

○交通機関を利用して運賃等を
負担している職員

6,500
10,000 ・通用期間6箇月の定期券の価

格を基礎として手当額を算出・家賃が月額27,000円を超える
場合6,500

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

扶養手当 住居手当 通勤手当

2.4 2 2.4 2
1.35 0.95 1.35 0.95

1.2 1.05 1.2 1.05
0.675 0.5 0.675 0.5

1.2 0.95 1.2 0.95
0.675 0.45 0.675 0.45

(注)ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指数です。

町 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

全国町村平均 96.4 96.3 96.4 96.3 96.3
府内町村平均 98.7 98.1 98.2 98.1 98.4

能勢町 98.4 97.8 98.4 96.5 97.4

(注)職員数は、一般行政職に属する職員数です。

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

7 3

H30.4.1
構成比(%)

3 29 6 17 3 9 5

H31.4.1
構成比(%)

6 29 5 15 4

5

R2.4.1
構成比(%)

1 29 5 18 2 9 5

10 5

3

R3.4.1
構成比(%)

5 29 4 17 2 10

R4.4.1
構成比(%)

4 28 4 17 3

46 3 26 4 13

部長
次長

10 5

6

職員数(人)
2 36 2 20 3

4級 5級 6級 7級
標準的職務 主事・技師 主任 係長 参事 課長

級 1級 2級 3級



（３）地域手当の支給状況（令和5年4月1日現在)

％ 円
（ただし、猪名川上流広域ごみ処理施設組合・豊能郡環境施設組合派遣職員除く）

（４）特殊勤務手当の支給状況（令和4年4月1日現在）

（５）時間外勤務手当の支給状況
千円
円
千円
円
千円
円
千円
円
千円
円

（６）退職手当の状況

月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

６　特別職の給料等の状況（令和4年度）
（１）町長等

円 月分 月分 月分

（２）町議会議員

円 月分 月分 月分
議長 360,000

2.15 2.250 4.40副議長 300,000
議員 280,000

区分 給料月額 期末手当（令和4年度支給割合）
６月期 １２月期 計

町長 740,000
2.150 2.250 4.40副町長 650,000

教育長 600,000

区分 給料月額 期末手当（令和4年度支給割合）
６月期 １２月期 計

退職時特別昇給 なし

勧奨・定年 24.586875 33.27075 47.709 47.709
加算措置 なし

区分 勤続２０年 勤続２５年 勤続３０年 最高支給率
自己都合 19.6695 28.0395 39.7575 47.709

令和元年度普通会計決算 支給総額 30,049
受給者平均支給年額 345,391

平成30年度普通会計決算 支給総額 39,317
受給者平均支給年額 479,476

令和3年度普通会計決算 支給総額 28,214
受給者平均支給年額 344,073

令和2年度普通会計決算 支給総額 21,455
受給者平均支給年額 271,582

死獣収集搬送作業手当
医師手当

令和4年度普通会計決算 支給総額 27,986
受給者平均支給年額 337,181

職員全体に占める
手当支給対象職員の割合

手当数 手当の種類
平均支給年額
（令和4年度決算）

7.1 ％ 3
感染症防疫作業手当

60,869 円

支給率 平均支給年額
（令和4年度普通会計決算）

0 0



Ⅳ　勤務時間その他の勤務条件の状況
１　勤務時間の状況

（１）勤務時間（令和5年4月1日現在）

（２）一般職員の年次有給休暇の使用状況（令和4年度）
(a) (b) (c) (b)/(c) (b)/(a)

日 日 人 日 ％

（３）特別休暇の導入状況（令和5年4月1日現在）

（４）育児休業等の利用状況
①　育児休業及び部分休業の取得者数及び承認期間（令和4年度）
A　育児休業 （単位：人）

(A)
(B)
(C)

B　部分休業

(A)
(B)
(C)

（５）介護休暇の取得状況 （単位：人）

(A)
(B)
(C) 0計

0
女性職員 0
男性職員

介護休暇承認期間
１月以下 １月超え

２月以下
２月超え
３月以下

３月超え
４月以下

４月超え
５月以下

５月超え 合計

0
計 0

0
女性職員
男性職員

６月以下 ６月超え
1年以下

１年超え
１年６月以下

１年６月超え
２年以下

２年超え
２年６月以下

２年６月超え

部分休業取得者数及び承認期間
合計

計 1
1
1

女性職員 1
男性職員 0

２年超え
２年６月以下

２年６月超え 合計
育児休業取得者数及び承認期間

６月以下 ６月超え
1年以下

１年超え
１年６月以下

１年６月超え
２年以下

妻の出産 3日以内 生理 2日以内

男性職員の育児参加 5日以内 永年勤続休暇 10年3日
20･30年5日

産前産後 出産前後8週
間

災害等による出勤困難 必要と認めら
れる期間

保育時間 1日2回
1回30分

災害等による退勤困難 必要と認めら
れる期間

結婚 5日以内 夏季休暇 7日

不妊治療 5日以内 現住所の滅失等 7日以内

骨髄等提供 必要と認めら
れる期間

忌引 3日以内

ボランティア 5日以内 父母の追悼 1日以内

公民権行使 必要と認めら
れる期間

子の看護 5日以内

官公署出頭 必要と認めら
れる期間

短期介護 5日以内

99 10.0 24.6

種別 付与日数 種別 付与日数

休憩時間 １２：１５～１３：００

総付与日数 総使用日数 全対象職員数 平均使用日数 消化率

4,022.3 989.2

正規の勤務時間 週３８時間４５分
勤務時間の開始時刻 　８：３０
勤務時間の終了時刻 １７：００



Ⅴ　職員の分限及び懲戒処分の状況
１　分限

令和4年度

２　懲戒
令和4年度

Ⅵ　服務の状況
一般行政部門職員

（１）職務専念義務の免除
令和4年度

（２）営利企業従事の許可
令和4年度

Ⅶ　退職管理の状況

退職者（課長級以上）の状況 （令和4年度）

Ⅷ　研修の状況

・　研修実績（令和4年度「延べ100名参加」）

国民健康保険診療施設協議会

全国国保地域医療学会

刈払機取扱作業者安全衛生教育

下水道経営セミナー

メンタルヘルス研修（自主研修）

文章作成能力向上研修（自主研修）

市町村民税研修会

自閉症支援講座

ちゃいるどネット大阪主催研修

保育所保健研修

日本老年医学会近畿支部

介護支援専門員更新研修

研修名

新入職員研修

部落解放・人権夏期講座（2泊3日）)

おおさか市町村職員研修センター（マッセOSAKA）主催研修

　改正地方公務員法が平成28年４月１日から施行されたことに伴い、退職後に営利企業等に再就職した
元職員（課長級以上）が退職前の職務に関して、一定期間現職職員への働きかけを行うことが禁止され
ています。

退職者数 再就職者数
本町再就職者数 その他営利企業等再就職者

0 0 0

事由 営利企業従事
許可等

兼業許可

件数 0 0

その他

件数 0 0 0 13

0 1 0 1 2

事由 研修参加 更生計画参加 措置要求
不服申立等

0 0 0 0 0

免職 停職 減給 戒告 計

免職 休職 降任 降給 計



Ⅸ　福祉及び利益の保護の状況
１　町長部局の健康管理事業等

（１）健康管理事業

①健康診断の実施

令和４年度受診者数　：　１６８人

②人間ドックの実施【実施主体　大阪府市町村職員共済組合】
令和４年度受診者数　：　２２人

（２）職員厚生会事業

①レクリエーションの実施

②健康増進事業の実施

Ⅹ　公平委員会報告
１　勤務条件に関する措置の要求の状況（令和5年3月31日現在）

２　不利益処分についての審査請求の状況（令和5年3月31日現在）

本年度中に提起された事案 0
本年度中に処理した事案 0

本年度中に処理した事案 0

項目 件数
前年度から引き続き係属している事案 1

項目 件数
前年度から引き続き係属している事案 0
本年度中に提起された事案 0

　令和４年度の負担割合は、会員掛金：町の負担金＝1,263,716円：1,263,716円です

　会員（職員）の福利の厚生を図ることを目的に、球技大会（ソフトバレーボール大会）等を実
施し、職員相互の親睦を深めるもの。

　会員（職員）の自身の健康状態を把握することで、生活改善や疾病の早期発見・治療を図る
ことを目的に、人間ドック受診費用補助事業を実施するもの。
　人間ドック補助申請者
　　会員２２名　配偶者６名
　・要した経費　　１５０，０００円

　職員が能力を発揮し、職務の迅速かつ的確に遂行するためには、日頃の健康管理や快適な職場
環境の確保が重要となっています。
　本町においては、「能勢町職員安全衛生管理規程」に基づき、安全衛生管理体制の整備、各種
健康診断の実施及び快適な職場環境づくりを進め、職員の心身両面にわたる健康保持・増進を
図っているところです。

　生活習慣病、結核及び職業病などの健康障害を早期に発見するとともに、その結果を事後の
健康増進のために活用することを目的として、各種健康診断を実施した。

　厚生会は、地方公務員法第４２条の規定に基づき、会員（職員）の福利厚生事業を行い、会員
相互の親睦と福祉の増進を図っています。
　費用は、会員（職員）の会費と町からの負担金、雑収入、繰越金から支出しています。

　費用の負担割合は、会員掛金：町の負担金＝１：１の割合です。


